
決算個別指導会場を令和 6年2月1日（木）より開設します決算個別指導会場を令和 6年2月1日（木）より開設します

令和6年2月1日（木）より決算個別指導会場を青色申告会館2階に開設します。会場では、決算の仕方等のご指導をさせていただくほか、e-Taxのサポートも
させていただきます。ご利用方法等は以下をご参照ください。なお、ブルーリターンA・手書きの方（OCRご利用の方は除く）は1月22日（月）より開始いたします。

一般社団法人 横浜南青色申告会（市営地下鉄蒔田駅から徒歩5分）
南区宿町2-44-6　 ☎713 - 3111

会 　 　 場

午前8時45分より午後3時30分（指導は午前9時より開始いたします。）
※会場が混雑している場合、途中で受付を締め切らせていただきます。

受 付 時 間

○ OCR用紙 （OCRをご利用の方）
○ 税務署より送付された書類 （e-Taxをご利用でない方）
○ 過去2年分の決算書及び確定申告書 （所得税・消費税）の控え
○ 適格請求書発行事業者の登録通知書
　 (インボイスの登録申請をされた方)
○ 事業用の預金通帳 （お持ちの方）
○ 予定納税通知書・中間納付通知書
○ 年金の源泉徴収票
○ 給与所得の源泉徴収票
○ 報酬の支払調書
○ 医療費控除の明細書 （記入の上、お持ちください。）
○ 国民健康保険料等の年間納付額のお知らせ

持 参 書 類 ： 該当するものをお持ちください。

おひとり45分程度
指 導 時 間

指導は受付順に行いますので、会場に直接お越しください。
※混雑等により待ち時間が長くなる場合がございます。

ご利用方法

令和6年2月1日（木）  から 3月15日（金）
※ブルーリターンA・手書きの方（OCRご利用の方は除く）は
　1月22日（月）より。
※土曜、日曜、祝日を除きます。ただし、2月25日（日）は開場します。
　（日曜日は受入人数を縮小いたしますので極力平日にご利用くだ
　 さい。）

開 設 期 間

遵守いただきたい事項

① 1回の来所で決算指導が終わるように準備をお願いします。
② 来所された際は指導時間が45分以内で終わるように準備をお
願いします。

③ 指導時間内に終わらない場合は、翌日以降再度来所いただきます。
④ 記帳（入力）方法の指導と記帳（入力）内容の確認はできません。
⑤ 年末調整の指導を希望された場合、年末調整のみの指導とさせ
ていただきます。年末調整の指導は、年末調整指導会をご利用
ください。（令和6年1月19日まで）

⑥ 1名の来所者につき1名の指導とさせていただきます。ただし、
共有物件の会員を除く。

⑦ 待合スペースに限りがあるため、混雑した場合は、会館からの
外出にご協力をお願いいたします。

⑧ 当会館に駐車場はございませんので、お車でのご来所はご遠慮
ください。

　※感染症対策のためマスクの着用にご協力をお願いいたします。
　※状況により、対応方法が変更になる場合があります。

○ 帳簿及び集計表・試算表・ブルーリターンAご利用の方は、
　 データを保存したUSBメモリ
　 ※会計ソフトを利用している方は1年間の入力を済ませて、
　 　複式簿記で記帳されている方は12月の合計残高
　 　試算表の左右を合わせてお越しください。
　 　合っていない場合や会計ソフトの入力が済んでいない
　 　場合は青色申告特別控除が10万円になります。
○ 国民年金の控除証明書
○ 生命・地震保険等の控除証明書（ご自身で整理してお持ちください。）
○ 寄付金の領収書
○ マイナンバーカード・暗証番号 （お持ちの方）
○ 利用者識別番号・暗証番号 （ブルーリターンAでe-Taxをご利用の方）
○ お知らせはがき又はお知らせ通知書 （税務署から届いた方）
○ 番号確認書類 （通知カード等）・身元確認書類 （運転免許証等）の
 　写し （e -Taxをご利用でない方）
○ 専従者及び扶養親族のマイナンバーの写し
○ 電子帳簿保存法の承認申請書の控え（提出されている方）
○ 会員カード（お持ちの方）
○ その他、決算に必要と思われる書類
※資料不足等があった場合、後日来所していただくことになります。

（おひとり45分程度、記帳（入力）方法の指導と記帳（入力）内容の確認はできません）（おひとり45分程度、記帳（入力）方法の指導と記帳（入力）内容の確認はできません）

右上に
続きます！→

該当するものを

忘れずに
お持ちください！


